
対面で授業を実施できない場合のフローチャート（教員用） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新型コロナウイルス感染症対応マニュアル 1～5のいずれかに当

てはまる 
 

1：自身に感染を疑わせる症状が出た場合 

2：自身が感染者であると診断された場合 

3：自身が感染者と濃厚接触していると特定された場合 

4：同居家族が感染者と濃厚接触していると特定された場合 

5：同居家族が PCR 検査等を受けた場合 

新型コロナウイルス感染症報告フォームにより届出 

遠隔授業で対応してください 

はい 

はい いいえ 

遠隔授業を実施することは可能ですか 

休講手続きを行い、後日補

講を実施してください 

教務部から受講学生に遠

隔授業に切り替えることを

周知します 

教務部から受講学生に休

講になる旨周知します 

いいえ 


